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ペットボトルキャップを持ち込む前に…

①　シールをはがす

　　異物が混入するとリサイクルが難しくなります！

②　汚れを取り除く

　　砂やカビ、飲料が付いているものはよく洗ってね！

皆さまのご協力よろしくお願いいたします

エコキャップ活動のお願い

　あなたがあなたらしく生き、あなたの大切な人に

思いを伝えることができる制度である遺言と成年後

見制度について、法律の専門家である司法書士を講

師に迎え、一般の方を対象に公開講座を開催します。

　遺言の効力や書き方、後見人の役割や利用方法等

分かりやすく解説しますので、あなたの財産と生活

を守るために、ぜひご参加下さい。

 日　時　平成23年 1月14日(金)13：30 ～15：00

 場　所　山吹ふれあいセンター ２階

 講　師　司法書士　山 本 浩 世 氏

 参加費　無料

 送迎車　玉水駅前及び山城多賀駅前　13：00発

 申込先　井手町地域包括支援センターTEL82-3690

 　　　　または井手町社会福祉協議会TEL82-3499

 定　員　50名　お早めにお申込み下さい！

安心して暮らせる地域づくり講座

遺言と成年後見について
日常的に支援が必要な高齢者を対象に、ヘルパーを

派遣し、掃除・生活必需品の買い物等の家事援助を

行います。

ご利用いただける方（要申請）

 65歳以上の単身世帯・高齢者世帯であって、介護

 認定で非該当となった方、及びそれに

 準ずる方で、日常的に援助が必要な方。

費用

 1時間まで　300円

軽度生活援助事業のご案内

こんなことで困ったことは
　　　　　 ありませんか？

公共料金の支払いが不安。
　　　　　　　　通帳をどこにしまったか忘れる。
福祉サービスってどんなの？
　　　　役所からくる書類がよくわからない。

「福祉サービス利用援助事業」では、

　・日常的な金銭管理・通帳印鑑の管理・書類の

　手続き・福祉サービス利用などをお手伝いします。

　詳しくは、井手町社協TEL82-3499までお問合せ下さい。

商売＋福祉＝地域の輪
「知って得する」福祉商工セミナー

日　時　平成23年 2月3日(木)19：30 ～21：00

場　所　文化パルク城陽

内　容　・寸劇「私たち困ってますよ！」
　　　　　　　　　　　　一人暮らし高齢者（物忘れがある方）からの注文や集金
　　　　　　　　　　　　での困りごとを米屋、電器店、新聞屋がつぶやきます。

　　　　　　　「こんな解決方法を紹介します！」
　　　　　　　　　　　　社協の『福祉サービス利用援助事業』を利用すると、
　　　　　　　　　　　　どのように生活が変化するのか紹介します。

　　　　・意見交換会

対　象　商工業者、商工会議所、行政（産業関係部署）

申　込　1月13日(木)までに、井手町社協 TEL82-3499へ


